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（

１

）

（

２

）

本
史
料
は
、
内
容
よ
り
北
条
氏
規
が
富
塚
善
四
郎
及
び
土
屋
佐
渡
守
に
あ

て
た
徒
書
ま
た
は
定
書
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
本
稿
で
は
便
宜
上
「
徒
書
」

と
す
る
。
富
塚
善
四
郎
ら
に
あ
て
ら
れ
た
こ
の
文
書
が
何
故
、
狭
山
北
条
家
に

所
蔵
さ
れ
る
に
至
っ
た
か
は
、
同
文
書
の
封
紙
の
裏
側
に
記
き
れ
て
い
る
文
で

本
稿
で
紹
介
す
る
文
書
は
狭
山
北
条
家
に
伝
来
し
た
も
の
で
あ
る
。
今
更
述

べ
る
ま
で
も
な
い
が
、
狭
山
北
条
氏
と
は
戦
国
大
名
小
田
原
北
条
氏
の
末
商
で

あ
る
。
天
正
十
八
年
小
田
原
合
戦
に
敗
れ
た
の
ち
、
氏
直
が
高
野
山
に
送
ら
れ

た
が
、
秀
吉
の
赦
免
を
受
け
、
関
東
の
地
を
は
じ
め
と
し
て
約
一
万
石
の
所
領

を
与
え
ら
れ
た
。
し
か
し
、
天
正
十
九
年
の
秋
、
大
坂
に
て
病
没
し
た
た
め
、

そ
の
家
系
を
す
で
に
養
子
と
な
っ
て
い
た
氏
直
の
叔
父
氏
規
の
子
氏
盛
が
継
い

た
が
、
こ
れ
が
の
ち
河
内
国
狭
山
藩
と
な
り
明
治
維
新
ま
で
存
続
す
る
わ
け
で

あ
る
。
な
お
、
狭
山
は
氏
規
ゆ
か
り
の
地
で
あ
り
、
氏
盛
の
実
父
で
あ
る
こ
と

か
ら
氏
規
を
歴
代
外
藩
祖
、
氏
盛
を
初
代
藩
祖
と
す
る
。

〈
史
料
紹
介
〉

北
条
氏
規
「
徒
書
」
に
つ
い
て

は
じ
め
に

（
｜
）

鳥

居

和

郎

つ
ま
り
、
寛
政
十
一
年
の
氏
規
の
二
百
年
遠
忌
の
際
、
多
米
氏
よ
り
泰
憲
に

譲
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
泰
憲
と
は
、
朝
比
奈
泰
憲
（
晁
韮
山
）
の
こ
と
で

あ
る
。
朝
比
奈
家
は
小
田
原
時
代
よ
り
の
家
臣
で
、
代
々
狭
山
藩
の
家
老
の
家

（

４

）

柄
で
あ
る
。
ま
た
、
多
米
が
具
体
的
に
誰
で
あ
る
か
、
こ
の
文
書
が
北
条
家

に
入
っ
た
の
は
こ
の
時
で
あ
る
か
な
ど
の
不
明
点
は
あ
る
も
の
の
、
本
論
と
は

直
接
関
係
が
な
い
の
で
、
こ
れ
以
上
触
れ
な
い
こ
と
と
す
る
。

氏
規
の
文
書
は
、
氏
規
が
三
浦
城
主
そ
し
て
韮
山
城
主
を
兼
ね
て
い
た
た
め

三
浦
地
方
と
伊
豆
地
方
に
多
く
残
っ
て
い
る
が
、
本
文
書
も
そ
の
内
容
よ
り
伊

豆
地
方
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
三
戸
の
地
名
が
あ
る
が
、

み

と

み

と

こ
れ
は
、
三
浦
の
三
戸
で
な
く
伊
豆
の
三
津
で
あ
ろ
う
。
従
来
、
当
地
方
の
史

（

３

）

そ
の
い
き
さ
つ
を
あ
る
程
度
推
察
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

泰御氏寛
憲法規政
謹会君十
而有二

駕筒皇墓
、年御頁

暴脅夏忌八
山家多於日
記之米大
之 氏坂

ヨ専
リ念
被寺
相
譲

（
封
紙
裏
書
）

（
｜
｜
）
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恥晶

学

《
鷺
輔

；

鶏
愈

革
蝿

獺
熱
瀞
搾
辮
熱
溺
撫
鄭
鯉

』

蕊
灘
聡
織
熱

蕊
幡凝

欝

総群
控鮭

雛

群~鴬“ 戦

翰財

(31.5×41.5)

土
屋
佐
渡
守

石
上
左
近

岡
部
情
七
郎

篠
ケ
瀬

薄
木

同
六
左
衛
門

嶋
岡

荻
弥
一
郎

風
間

井
澤

三

戸

衆

富
塚
善
四
郎
拾
五
人
此
内
一
人

鉄

放

料
と
し
て
は
、
『
豆
州
内
浦
漁
民
史
料
』
以
来
、
調
査
の
進
展
に
よ
り
多
く
の

関
係
文
書
が
発
見
さ
れ
、
北
条
氏
の
支
配
の
様
子
が
徐
々
に
明
ら
か
に
な
っ
て

き
て
い
る
が
、
本
史
料
は
と
り
わ
け
伊
豆
水
軍
に
関
し
て
従
来
の
欠
を
補
う
も

の
で
あ
る
。

文
書
は
、
料
紙
と
文
の
バ
ラ
ン
ス
、
折
目
な
ど
か
ら
み
て
料
紙
の
左
右
が
切

断
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
従
っ
て
、
文
意
か
ら
も
わ
か
る
が
料
紙
左
側

に
な
お
数
行
の
文
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

許許烹許苛苛苛苛需交
此
内
一
人
弓

此
内
一
人
弓

弓鉄
放

鉄
放

鉄
放

鉄
放

鑓鑓鑓

ヘ

ユレ

目リ

欠
～〆

狼
籍
か
り
そ
め
に
も
す
へ

か
ら
す
、
然
者
大
酒
か
り
に
も

の
む
へ
か
ら
す
、
又
長
浜
へ
も
か
り

に
も
行
く
へ
か
ら
す
、
然
と
三
戸
二

可
有
之
、
夜
中
ハ
ね
す
を

す
へ
し
、
是
二
も
非
二
も
両
人

如
申
、
各
可
致
之
、
此
徒
少
も

そ
む
く
者
在
ハ
、
則
可
披
露
候

若
以
依
所
、
無
披
露
、
自
横
合

於
聞
届
者
、
後
日
両
人
可
為
十
科

者
也
、
価
如
件
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切
断
に
よ
り
文
が
途
切
れ
る
も
の
の
、
ま
ず
、
三
津
衆
と
し
て
富
塚
善
四
郎

以
下
十
一
名
の
名
が
記
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
下
に
人
数
と
武
器
つ
ま
り
軍
役
の

賦
課
と
思
わ
れ
る
事
柄
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
従
来
知
ら
れ
て
い
る
北
条
氏

の
着
到
状
の
形
式
と
は
や
や
異
な
る
も
の
の
、
同
様
の
性
格
を
含
む
も
の
と
い

湯
え
、
よ
》
つ
。

次
に
、
こ
の
三
津
衆
に
対
し
て
喧
嘩
口
論
、
乱
暴
狼
籍
、
大
酒
の
禁
止
な
ど

一
般
的
な
徒
書
の
内
容
の
他
に
、
長
浜
へ
行
く
こ
と
を
禁
じ
、
そ
し
て
、
三
津

に
い
る
こ
と
と
寝
ず
の
番
を
す
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。
北
条
氏
の
城
の
あ
っ

た
長
浜
に
行
く
こ
と
を
な
ぜ
禁
じ
た
か
は
、
こ
の
文
だ
け
で
は
判
然
と
し
な
い

（

５

）

が
、
な
に
や
ら
軍
事
的
な
意
味
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

已

上

右
於
三
戸
二
喧
硴
口
論
を
し
ｎ
Ｕ

長
嶋富

塚
は
『
小
田
原
衆
所
領
役
帳
』
に
よ
る
と
、
御
家
中
之
役
之
衆
と
し
て
三

浦
の
山
口
に
百
拾
八
貫
四
百
八
拾
文
の
役
高
を
持
つ
家
臣
で
あ
る
。
土
屋
佐
渡

（
一
一
一
）

弐

人

鑓

（
後
欠
）

六
月
廿
六
日
氏
規
（
花
押
）

富
塚
善
四
郎
殿

（

渡

守

殿

）

土
屋
佐
、
Ⅱ
Ｕ

守
に
つ
い
て
は
後
で
述
べ
る
こ
と
と
す
る
が
『
所
領
役
帳
』
に
は
そ
の
名
を
見

出
す
こ
と
は
で
き
ず
、
在
地
の
有
力
土
豪
層
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
又
、
石
上
左

（

６

）

近
も
『
所
領
役
帳
』
に
は
記
載
は
な
い
が
、
三
浦
地
方
に
石
上
弥
次
郎
と
称

す
る
同
姓
の
も
の
が
富
塚
と
同
じ
衆
に
、
そ
し
て
、
こ
の
弥
次
郎
の
寄
子
に
石

（

７

）

上
弥
太
郎
と
称
す
る
名
が
見
え
る
の
で
、
こ
の
二
名
と
石
上
左
近
と
の
関
係

（

８

）

は
不
明
で
あ
る
も
の
の
、
三
浦
地
方
に
関
係
が
あ
る
人
物
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
、
岡
部
以
下
そ
れ
ぞ
れ
の
二
人
ず
つ
の
軍
役
を
命
ぜ
ら
れ
た
も
の
も
、

い
ず
れ
も
『
所
領
役
帳
』
に
そ
の
名
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

土
屋
を
は
じ
め
と
す
る
、
『
所
領
役
帳
』
に
記
載
の
み
ら
れ
な
い
人
物
は
こ

の
地
方
の
地
侍
お
よ
び
有
力
百
姓
ク
ラ
ス
と
思
わ
れ
る
。
こ
と
に
、
土
屋
の
名

が
登
場
し
て
く
る
文
書
は
伊
豆
地
方
に
何
点
か
知
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
に
よ
り
、

（

９

）

土
屋
佐
渡
守
は
重
須
に
根
拠
を
持
つ
豪
族
と
い
え
よ
う
。

北
条
氏
の
海
賊
衆
と
し
て
は
『
所
領
役
帳
』
に
玉
縄
衆
の
愛
洲
兵
部
少
輔
、

同
じ
く
尾
高
、
半
役
被
仰
付
衆
の
小
山
三
郎
右
衛
門
、
三
崎
十
人
衆
な
ど
の
名

を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
い
ず
れ
も
三
崎
や
浦
賀
を
根
拠
地
と
し
て
い
る

が
、
重
須
も
海
賊
衆
の
根
拠
地
と
し
て
は
つ
と
に
知
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
伊
豆
の
海
賊
衆
の
名
を
役
帳
で
は
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
『
役
帳
』

（

皿

）

の
史
料
的
限
界
の
故
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
永
禄
二
年
の
段
階
で
は
未
だ

水
軍
と
し
て
は
完
全
に
編
成
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
か
、
こ
の
こ
と
に
関
し
て

（

、

）

は
、
友
野
博
氏
は
伊
豆
水
軍
の
成
立
の
時
期
を
天
正
七
年
頃
と
推
定
さ
れ
る
。

さ
ら
に
海
賊
衆
の
支
配
関
係
に
つ
い
て
、
友
野
氏
は
「
『
北
条
五
代
記
』
に
記

載
の
あ
る
、
松
下
三
郎
左
衛
門
、
富
永
左
衛
門
尉
、
山
本
太
郎
左
衛
門
ら
船
大

将
の
し
た
で
、
松
下
の
例
で
言
え
ば
大
川
、
土
屋
、
相
磯
、
大
川
ら
の
村
落
の

－40－



お
い
て
は
、
氏
規
が
在
地
以
外
の
者
、
（
三
浦
に
本
拠
尤

を
加
え
直
接
支
配
し
て
い
た
状
況
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。

長
た
ち
が
一
つ
の
小
集
団
と
し
て
活
動
し
た
』
」
と
推
定
さ
れ
る
が
、
本
史
料
に

お
い
て
は
、
氏
規
が
在
地
以
外
の
者
、
（
三
浦
に
本
拠
を
持
つ
富
塚
善
四
郎
）

ま
た
、
本
史
料
よ
り
三
津
衆
は
四
十
二
人
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
が
、
『
北
条
五
代
記
』
に
武
田
と
の
合
戦
で
使
用
し
た
兵
船
に
つ
い
て
「
氏
直
、

伊
豆
の
国
に
お
い
て
軍
船
十
艘
作
り
給
ひ
ぬ
。
是
を
あ
た
け
と
名
付
た
り
、
一

方
に
櫓
二
十
五
丁
、
両
方
合
五
十
丁
立
の
兵
船
也
。
（
中
略
）
下
に
水
手
五
十
人
、

（

吃

）

上
の
矢
倉
に
侍
五
十
人
有
て
、
矢
ざ
ま
よ
り
弓
、
鉄
砲
は
な
つ
様
に
作
り
た
り
」

と
の
記
述
が
あ
る
。
『
北
条
五
代
記
』
は
そ
の
性
格
上
そ
の
ま
ま
信
ず
る
わ
け

に
は
行
か
な
い
も
の
の
、
三
津
衆
の
人
数
と
お
お
む
ね
合
致
す
る
の
で
衆
単
位

で
こ
う
し
た
大
船
で
行
動
し
た
可
能
性
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

本
史
料
で
わ
か
る
こ
と
は
、
次
の
三
点
と
い
え
よ
う
。

（
１
）
富
塚
善
四
郎
は
海
賊
衆
で
あ
っ
た
事
（
こ
の
衆
の
な
か
に
馬
上
、
指

物
な
ど
の
指
示
が
な
い
こ
と
か
ら
も
い
え
よ
う
）
。
ま
た
、
伊
豆
の

三
津
衆
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
。

（
２
）
北
条
氏
の
海
賊
衆
の
編
成
の
概
要
が
わ
か
る
こ
と

（
３
）
三
浦
方
面
の
海
賊
衆
が
伊
豆
の
海
賊
衆
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
『
北
条
五
代
記
』
に
あ
る
三
浦
水
軍
の
重
須
配
置
の
記
述
は
可
能

性
が
あ
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
配
置
は
舟
大
将
ク
ラ
ス
だ
け
で
は
な
あ

る
程
度
組
織
的
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

む
す
び

以
上
、
若
干
の
私
見
を
ま
じ
え
述
べ
て
き
た
が
、
こ
の
史
料
紹
介
が
北
条
氏
研

究
の
一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

附

記

小
論
を
成
す
に
あ
た
り
、
友
野
博
氏
の
論
考
を
参
考
に
さ
せ
て
頂
い
た
。
ま

た
、
鈴
木
良
明
氏
、
山
口
博
氏
に
も
い
ろ
い
ろ
御
教
授
を
頂
い
た
。
厚
く
御
礼

申
し
上
げ
ま
す
。

註（
１
）
『
小
田
原
衆
所
領
役
帳
』
に
よ
る
と
、
御
家
中
之
役
之
衆
と
し
て
、
三

浦
の
山
口
（
現
、
葉
山
町
上
・
下
山
口
）
に
所
領
が
あ
る
。
ま
た
、

『
新
編
相
模
国
風
土
記
稿
』
の
上
山
口
村
の
項
に
は
、
富
塚
善
四
郎
の

居
跡
が
あ
る
こ
と
、
富
塚
の
子
孫
に
つ
い
て
も
「
菖
家
八
郎
右
衛
門
」

と
し
て
ふ
れ
、
富
塚
が
北
条
氏
の
没
落
後
、
農
民
と
し
て
土
着
し
た
と

あ

り

、

こ

の

地

を

本

拠

と

し

た

こ

と

が

わ

か

る

。

（
２
）
筆
跡
、
墨
色
な
ど
か
ら
、
後
筆
の
可
能
性
も
あ
る
。

（
３
）
封
紙
裏
側
に
記
さ
れ
、
表
側
に
は
、
「
氏
康
公
四
男
美
濃
守
豆
州
韮
山

城
主
氏
規
公
貴
簡
」
と
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
は
異
筆
で
あ
る
。
封
紙
は
当

初

の

も

の

で

は

な

い

。

（
４
）
『
所
領
役
帳
』
に
は
、
半
役
被
仰
付
衆
に
富
塚
寄
子
と
し
て
多
米
弥
次
郎

が
い
る
が
、
多
米
は
こ
の
者
と
関
係
あ
る
の
か
。

（
５
）
重
須
で
は
土
屋
姓
が
多
い
が
、
そ
の
な
か
で
も
二
軒
の
土
屋
家
が
古
い
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と
さ
れ
、
そ
の
一
軒
に
は
、
北
条
氏
の
命
令
に
よ
っ
て
長
浜
か
ら
移
住

し
、
現
代
二
十
代
目
に
な
る
と
の
伝
承
が
あ
る
（
中
野
国
雄
「
中
世
城

郭
の
歴
史
的
背
景
に
つ
い
て
（
２
）
」
『
沼
津
市
歴
史
民
俗
資
料
館
紀
要
』

７
号
、
１
９
７
３
年
、
所
収
）
。
こ
の
伝
承
と
、
本
文
書
の
内
容
と
な

に

か

関

係

が

あ

る

の

だ

ろ

う

か

。

（
６
）
三
浦
の
小
坪
（
現
、
逗
子
市
小
坪
）
に
七
十
八
貫
六
百
二
十
六
文
、
そ

し
て
二
十
二
貫
文
の
御
蔵
出
（
此
内
五
貫
文
引
銭
）
と
あ
る
。

（
７
）
半
役
被
仰
付
衆
に
石
上
寄
子
と
し
て
あ
り
、
柏
原
（
現
、
逗
子
市
柏
原
）

に

二

十

二

貫

四

百

八

十

四

文

と

あ

る

。

（
８
）
こ
の
ほ
か
真
鶴
に
も
石
上
と
い
う
姓
の
代
官
が
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

（
『
神
奈
川
県
史
』
資
料
編
、
３
下
、
８
７
２
４
号
文
書
）

（
９
）
重
須
土
屋
氏
に
関
す
る
史
料
と
し
て
は
、
（
１
）
天
文
二
十
三
年
七
月

十
六
日
付
の
北
条
氏
と
今
川
氏
の
祝
言
の
代
物
輸
送
に
関
す
る
文
書
の

あ
て
先
に
、
西
浦
御
領
所
舟
方
、
土
屋
左
衛
門
の
名
あ
り
。
（
２
）
天

正
元
年
九
月
十
七
日
付
重
須
村
網
戸
三
帖
退
転
に
関
す
る
文
書
に
重
須

土
屋
殿
の
名
あ
り
。
さ
ら
に
、
近
年
発
見
さ
れ
、
友
野
博
氏
の
紹
介
に

よ
る
「
土
屋
家
文
書
」
（
『
歴
史
手
帖
』
１
９
８
３
年
、
ｎ
巻
）
が
あ
る
。

ま
た
、
天
正
十
八
年
二
月
二
十
八
日
付
、
氏
規
あ
て
氏
政
書
状
の
中
に
、

「
長
浜
の
城
の
龍
城
守
備
は
大
川
に
申
し
付
け
る
」
と
あ
る
が
、
こ
の
長

浜
の
大
川
と
は
（
１
）
の
文
書
で
は
、
土
屋
の
同
じ
西
浦
御
領
所
舟
方

を
勤
め
た
在
地
の
有
力
百
姓
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、

本
文
書
の
土
屋
佐
渡
守
を
重
須
の
土
屋
氏
と
す
る
の
は
大
過
は
な
い
と

思

わ

れ

る

。

（
、
）
現
存
す
る
『
所
領
役
帳
』
は
、
北
条
氏
の
全
て
の
領
国
に
わ
た
る
も
の

で
は
な
い
。
ま
た
、
直
轄
領
に
つ
い
て
の
分
が
伝
わ
っ
て
い
な
い
。

（
ｕ
）
『
北
条
五
代
記
』
に
は
、
梶
原
備
前
守
と
子
息
兵
部
大
夫
を
か
し
ら
と

し
、
清
水
越
前
守
、
富
永
左
兵
衛
尉
、
山
角
治
部
小
輔
、
松
下
三
郎
左

衛
門
尉
、
山
本
信
濃
守
ら
の
舟
大
将
が
重
須
に
居
住
し
た
と
の
記
述
が

あ
る
。
ま
た
、
天
正
七
年
十
二
月
の
北
条
氏
堯
朱
印
状
に
も
「
梶
原
」

に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
推
定
さ
れ
る
。
（
友
野
博
「
伊

豆
海
賊
衆
」
『
沼
津
市
歴
史
民
俗
資
料
館
紀
要
』
３
号
、
１
９
７
９
年
、

所

収

）

（
吃
）
「
北
条
五
代
記
」
、
『
北
条
史
料
集
』
所
収
、
人
物
往
来
社
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